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○ 国際課税に関する事項について、次の改正が行われました。 

改 正 事 項 改 正 の 内 容  適 用 時 期 等 

⑴ 外国法人の法人税の

見直し（法10の３④、法

令14の11⑥、改正法附則

22） 

 

 

 

 

（法令177②、改正法令附

則14） 

 

 

 

 

 

 

（法142の５②、改正法附

則32） 

 

 

 

（法142の９、法令190の

２、改正法附則32） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （法144の３②、改正法

附則32） 

 

 

  

○ 外国法人が設立されたものとみなして欠損金の繰越控除制

度等を適用することとされる場合から、その外国法人を合併法

人とする適格合併によりその適格合併に係る被合併法人であ

る他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移

転を受けたことによってその合併法人である外国法人が恒久

的施設を有することとなるなどの一定の場合が除外されまし

た。 

 

○ 外国法人が得る履行期間が６月未満の売掛債権等に係る利

子は、国内源泉所得である「国内資産の運用・保有所得」に含

まれないことが明確化されました。 

 

 

 

 

 

○ 外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入制度による

損金算入額は、確定申告書等に記載された金額を限度とするこ

とされました。 

 

 

○ 外国法人の恒久的施設と本店等との間で、その恒久的施設に

よる次の資産の取得又は譲渡に相当する内部取引があった場

合には、その内部取引は、その資産の内部取引の直前の帳簿価

額に相当する金額により行われたものとして、その外国法人の

恒久的施設帰属所得に係る所得の金額を計算することとされ

ました。 

・ 国内不動産の譲渡所得や貸付対価等の国内源泉所得を生

ずべき資産（恒久的施設帰属所得以外の国内源泉所得とし

て課税対象となり得る資産をいいます。） 

  この場合のその恒久的施設における内部取引に係る資産の

取得価額は、その内部取引の直前の帳簿価額に相当する金額と

されました。 

 

○ 中間申告書の提出を要する事業年度から、恒久的施設を有す

る外国法人が恒久的施設を有しない外国法人になった日の翌

日の属する事業年度が除外されました。 

 

○ 外国法人に対する国際課税原則の見直し（帰属主義への変

更）が円滑に実施されるよう、上記のほか所要の整備が行われ

ました。 

 

恒久的施設を有しない

外国法人が平28.４.１以

後に恒久的施設を有す

ることとなる場合につ

いて適用されます。 

 

 

 

外国法人の平28.４.１以

後に開始する事業年度

分の法人税について適

用され、同日前に開始

した事業年度分の法人

税については、従来ど

おり適用されます。 

 

外国法人の平28.４.１以

後に開始する事業年度

分の法人税について適

用されます。 

 

同 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同 上 

 

 

 

 

⑵ 外国子会社から受け

る配当等の益金不算入

（法23の２②、改正法附

則24①②） 

 

 

 

 

 

 

○ 本制度について、次のとおり改正が行われました。 

イ 益金不算入とされる外国子会社（持株割合が25％以上等

の要件を満たす外国法人をいいます。以下同じです。）から

受ける剰余金の配当等の額から、その剰余金の配当等の額

の全部又は一部がその外国子会社の本店所在地国の法令に

おいてその外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算

入することとされている剰余金の配当等の額が除外されま

した。 

 

 

内国法人の平28.４.１以

後に開始する事業年度

において外国子会社か

ら受ける剰余金の配当

等の額について適用さ

れ、同日前に開始した

事業年度において外国

子会社から受けた剰余

金の配当等の額及び同

日から平30.３.31までの

Ⅷ 国際課税に関する改正 
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改 正 事 項 改 正 の 内 容  適 用 時 期 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法23の２③、法令22の

４④、改正法附則24①

②） 

 

 

 

 

 

 （法23の２④、法令22

の４⑤、改正法附則24

①） 

 

 

 

 （法23の２⑦、法規８の

５②、改正法附則24①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 外国子会社から受ける剰余金の配当等の額の一部がその

外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入されたも

のである場合には、その受ける剰余金の配当等の額のうち、

その損金の額に算入された部分の金額（以下「損金算入対

応受取配当等の額」といいます。）を、上記イにより益金不

算入の対象から除外する金額とすることができることとさ

れました。 

 

ハ 上記ロの適用を受けた剰余金の配当等の額について、そ

の剰余金の配当等の額を受けた日の属する事業年度後の各

事業年度において損金算入対応受取配当等の額が増額され

た場合は、その増額後の損金算入対応受取配当等の額を益

金算入することとされました。 

 

ニ 上記ロの適用を受けるためには、剰余金の配当等の額を

受ける日の属する事業年度に係る確定申告書、修正申告書

又は更正請求書にその適用を受けようとする旨並びに損金

算入対応受取配当等の額及びその計算に関する明細を記載

した書類の添付があり、かつ、外国子会社の損金の額に算

入された剰余金の配当等の額を明らかにする一定の書類を

保存する必要があることとされました。 

 

○ 本制度の見直しに伴い、上記のほか所要の整備が行われまし

た。 

間に開始する各事業年

度において外国子会社

から受ける剰余金の配

当等の額（平28.４.１に

おいて保有するその外

国子会社の株式又は出

資（同日において外国

子会社に該当する外国

法人の株式又は出資に

限ります。）に係るものに

限ります。）については、

従来どおり適用されま

す。 

 

同 上 

 

 

 

 

 

 

 

同 上 

 

 

 

 

 

同 上 

 

 

 

 

 

⑶ 外国税額の控除（法令

142の２⑦三、155の27

⑤二、改正法令附則９、

12） 

 

 

 

 

 （法令141の２～141の

８、155の27の２～155

の27の４、改正法令附則

９、12） 

○ 上記⑵の改正により、益金不算入としないこととされた外国

子会社からの剰余金の配当等の額に対して課せられる外国源

泉税等の額が、外国税額控除の対象とされました。 

 

 

 

 

 

○ 内国法人の外国税額控除における国外所得金額について、国

外事業所等帰属所得とその他の国外源泉所得に区分して計算

方法を定めるとともに、国外事業所等帰属所得に係る所得の金

額の計算について明確化のための所要の整備が行われました。 

内国法人の平28.４.１以

後に開始する事業年度

分の法人税について適

用され、同日前に開始

した事業年度分の法人

税については、従来ど

おり適用されます。 

 

同 上 

 

 

 

⑷ 内国法人の特定外国

子会社等に係る所得の

課税の特例（措令39の14

①二、39の114①二、改

正措令附則35①、44①） 

○ 本特例（いわゆる外国子会社合算税制）について、次のとお

り見直しが行われました。 

 イ 特定外国子会社等に該当することとされる著しく低い租

税負担割合の基準（いわゆるトリガー税率）が、20％未満（改

正前20％以下）に変更されました。 

 

 

外国関係会社の平27.

４.１以後に開始する事

業年度分の外国関係会
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改 正 事 項 改 正 の 内 容  適 用 時 期 等 

 

 

 

 

 

 

 

（措令39の15①四、39の

115①四、改正措令附則

35②、44②） 

 

 

 

 

 

 

 

 （措令39の15③三・四、

39の115③三・四、改正

措令附則35②、44②） 

 

 

 

 

 

 

 

 （措法66の６③、68の90

③、改正法附則83①、94

①） 

 （措令39の17②、39の117

②） 

 

 （措令39の17④、39の117

④） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （措令39の17④一、39

の117④一） 

 

 

 

 （措令39の17⑩、39の117

⑩、改正措令附則35③、

44③） 

 

 （措法66の６⑧、68の90

⑧、改正法附則83②、94

②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 特定外国子会社等の適用対象金額の計算上控除すること

とされている子会社（持株割合25％以上等の要件を満たす

法人をいいます。以下同じです。）から受ける配当等の額か

ら、その受ける配当等の額の全部又は一部がその子会社の

本店所在地国の法令においてその子会社の所得の金額の計

算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該

当する場合におけるその受ける配当等の額（以下「損金算

入配当等の額」といいます。）が除外されました。 

 

 

ハ 特定外国子会社等の適用対象金額の計算上控除すること

とされている控除対象配当等の額に、特定外国子会社等が

他の特定外国子会社等（上記ロの子会社に該当するものに

限ります。以下同じです。）から受ける損金算入配当等の額

が当該他の特定外国子会社等の基準事業年度の配当可能金

額のうちその特定外国子会社等の出資対応配当可能金額を

超えない場合であって、その基準事業年度が課税対象金額

又は個別課税対象金額の生ずる事業年度である場合のその

損金算入配当等の額等が追加されました。 

 

 ニ 適用除外基準について、次のとおり見直しが行われまし

た。 

 

  (ｲ) 事業基準の判定における被統括会社の範囲に、特定外国

子会社等が発行済株式等の50％以上を有する等の要件を

満たす内国法人が追加されました。 

  (ﾛ) 事業基準の判定における事業持株会社の要件に、次に掲

げる割合のいずれかが50％を超えていることが追加され

ました。 

・ 統括会社が有する外国法人である被統括会社の株式

等の帳簿価額の合計額のその統括会社が有する全ての

被統括会社の株式等の帳簿価額の合計額に対する割合 

・ 統括会社が外国法人である被統括会社に対して行う

統括業務に係る対価の額の合計額のその統括会社が全

ての被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額

の合計額に対する割合 

 (ﾊ) 事業基準の判定における統括会社の要件のうち、２以上

の被統括会社に対して統括業務を行っていることとする

要件について、複数の被統括会社（外国法人である２以上

の被統括会社を含む場合に限ります。）に対して統括業務

を行っていることとする見直しが行われました。 

 (ﾆ) 非関連者基準の判定における卸売業を主たる事業とす

る統括会社が行う取引に係る非関連者の範囲が外国法人

である被統括会社に限定されました。 

 

ホ 適用除外基準の適用がある旨を記載した書面の添付がな

い確定申告書の提出があり、又はその適用がある旨を明ら

かにする資料等の保存がなかった場合においても、税務署

長がその添付又は保存がなかったことについてやむを得な

い事情があると認めるときは、その書面及び資料等の提出

社の判定について適用

され、同日前に開始し

た事業年度分の外国関

係会社の判定について

は、従来どおり適用さ

れます。 

 

特定外国子会社等の平

28.４.１以後に開始する

事業年度分の適用対象

金額の計算について適

用され、同日前に開始

した事業年度分の適用

対象金額の計算につい

ては、従来どおり適用

されます。 

 

同 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定外国子会社等の平

27.４.１以後に開始する

事業年度分の適用対象

金額について適用さ

れ、同日前に開始した

事業年度分の適用対象

金額については、従来

どおり適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定外国子会社等の平

27.４.１以後に開始する

事業年度分の適用対象

金額又は部分適用対象

金額について適用され
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改 正 事 項 改 正 の 内 容  適 用 時 期 等 

 

 

 

 （措法66の８②③⑨⑩、

68の92②③⑨⑩、改正法

附則83③、94③） 

があった場合に限り、適用除外基準を適用することができ

ることとされました。 

 

へ 内国法人が外国法人（上記⑵イの外国子会社に該当する

ものに限ります。以下同じです。）から受ける損金算入配当

等の額のうち、その内国法人の損金算入配当等の額を受け

る日を含む事業年度及びその事業年度開始の日前10年以内

に開始した各事業年度において益金の額に算入された金額

であって、その外国法人に係る課税対象金額等の合計額等

に達するまでのものは、益金の額に算入しないこととされ

ました。 

 

 

 

 

○ その他所要の整備が行われました。 

 

ます。 

 

 

平28.４.１以後に開始す

る事業年度において外

国法人から受ける剰余

金の配当等の額がある

場合について適用さ

れ、同日前に開始した

事業年度において外国

法人から受けた剰余金

の配当等の額がある場

合については、従来ど

おり適用されます。 

 

 

⑸ 特殊関係株主等であ

る内国法人に係る特定

外国法人に係る所得の

課税の特例（措法66の９

の２⑧、66の９の４②③

⑧⑨、68の93の２⑧、68

の93の４②③⑧⑨、措令

39の20の２⑦二、39の

120の２⑦二、改正法附

則83④⑤、94④⑤、改正

措令附則36、45） 

 

○ 上記⑷イからハまで、ホ及びヘに関する改正と同様の改正が

行われました。 

上記⑷イからハまで、

ホ及びヘに関する改正

の適用時期等と同じと

なります。 

 

⑹ 適格合併等の範囲に

関する特例（措令39の34

の３⑤二イ、⑥、改正措

令附則40） 

 

 

 

 

 

 （措令39の34の３⑤二

ロ、⑥、改正措令附則40） 

○ 上記⑷の外国子会社合算税制におけるトリガー税率が20％

未満（改正前20％以下）に変更されたことに伴い、特定軽課税

外国法人に該当することとされる著しく低い租税負担割合の

基準が20％未満（改正前20％以下）に変更されました。 

 

 

 

 

 

○ 特定軽課税外国法人に該当する外国法人の要件について、外

国法人が合併、分割、株式交換又は現物出資（以下「合併等」

といいます。）が行われる日を含む事業年度開始の日前２年以

内に開始した事業年度がない外国法人である場合には、その合

併等が行われる日を含む事業年度において行うこととされて

いる主たる事業に係る収入金額から所得が生じたとしたとき

に適用される本店所在地国の外国法人税の税率が20％未満で

あることが追加されました。 

 

平27.４.１以後に行われ

る合併、分割、株式交

換又は現物出資につい

て適用され、同日前に

行われた合併、分割、

株式交換又は現物出資

については、従来どお

り適用されます。 

 

同 上 

 


